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実施機関
受付件数 決定内容

合　計
請　求 申　出 全部公開 部分公開 不存在 非公開

市長 ５３ ４１ １２ ２４ ２５ 　３ 　０ ５２
教育委員会 　２ 　２ 　０ 　１ 　１ 　０ 　０ 　２
議会 　３ 　２ 　１ 　０ 　３ 　０ 　０ 　３
その他 　０ 　０ 　０ 　０ 　０ 　０ 　０ 　０
合計 ５８ ４５ １３ ２５ ２９ 　３ 　０ ５７

実施機関 受付件数
決定内容

合　計
全部開示 部分開示 不存在 非開示

市長 　８ 　５ 　２ 　０ 　０ 　７
その他 　０ 　０ 　０ 　０ 　０ 　０
合計 　８ 　５ 　２ 　０ 　０ 　７

　平成１９年度個人情報保護制度実施状況

　平成１９年度情報公開制度実施状況
請求：平成 18 年
１月 10日以後に
市の職員が作成
または取得した
情報の公開を請
求権者が求める
こと
申出：請求以外
の場合

※平成20年３月31日現在、情報公開請
求および個人情報開示請求の未決定が
各１件あります。（未決定は年度末に
請求されたものです。）
※部分公開および部分開示の公開でき
ない内容の主なものは、請求者本人以
外の個人情報保護等によるものです。

　

平
成
20
年
市
議
会
第
１
回
定
例

会
が
２
月
27
日
か
ら
３
月
25
日
ま

で
の
28
日
間
の
日
程
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
今
議
会
で
は
、
条
例
等

22
件
、
平
成
19
年
度
補
正
予
算
10

件
、平
成
20
年
度
当
初
予
算
12
件
、

議
員
提
出
議
案
３
件
の
47
議
案
が

慎
重
に
審
議
さ
れ
、
46
議
案
が
可

決
・
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

　

市
長
提
出
議
案
の
主
な
内
容
は
、

本
庄
市
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス

テ
ム
外
部
審
査
員
を
設
置
す
る
『
本

庄
市
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
外
部
審
査
員
設
置
条
例
』、市
長

等
の
給
料
等
の
減
額
措
置
の
延
長

を
す
る
『
本
庄
市
長
等
の
給
料
及

び
期
末
手
当
の
額
の
特
例
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
』、市
職
員
に
支
給
す
る
地
域
手

当
を
廃
止
す
る
『
本
庄
市
一
般
職

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
』な
ど
で
す
。

　

予
算
で
は
、『
平
成
19
年
度
本

庄
市
一
般
会
計
補
正
予
算
』
や
総

額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
３
３

億
７
０
０
万
円
と
す
る
『
平
成
20

年
度
本
庄
市
一
般
会
計
予
算
』
な
ど

で
す
。

　

議
員
提
出
議
案
の
主
な
内
容
は
、

『
道
路
特
定
財
源
の
確
保
に
関
す

る
意
見
書
』
な
ど
で
す
。

副
市
長
に
田た

ぞ
う雜

　
隆
昌 

氏

　

副
市
長
の
中
沢
敏
氏
が
３
月
31

日
を
も
っ
て
退
職
す
る
こ
と
に
伴

い
、
後
任
に
田
雜
隆
昌
氏
（35）
（
国

土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
建
政

部
都
市
整
備
課
長
）
を
選
任
す
る

こ
と
で
同
意
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

公
平
委
員
会
委
員
に

               

萩
原
　
英
子 

氏

　

公
平
委
員
会
委
員
の
萩
原
英
子

氏
＝
北
堀
＝
が
任
期
満
了
と
な
る

た
め
、
同
氏
を
再
任
す
る
こ
と
で

同
意
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

本庄市情報公開・個人情報保護審議会委員を募集
　市では、情報公開制度および個人情報保護制度の適正で円滑な運営や制度の改善について審議する『本庄市情
報公開・個人情報保護審議会』の委員を募集します。
応募条件　市内在住の２０歳以上の人
任　　期　２年間　　　募集人員　３人以内
応募方法　応募の動機を１，２００字以内にまとめて、住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号を記入のうえ、
　下記まで郵送または持参してください。
　〒３６７―８５０１　本庄市本庄３―５―３　本庄市役所行政管理課行政管理係
応募締切　５月３０日（金）必着

平
成
20
年
市
議
会
第
１
回
定
例
会

平
成
20
年
市
議
会
第
１
回
定
例
会

平
成
20
年
市
議
会
第
１
回
定
例
会

平成19年度
　情報公開制度・個人情報保護制度実施状況

★行政管理課　☎�１１６１

市では、「公正で信頼される市政」の実現を
目指し、情報公開制度および個人情報保護制
度を実施しています。このほど平成 19 年度
の実施状況がまとまりましたのでお知らせし
ます。

公平委員会委員
萩原　英子 氏

副市長
田雜　隆昌 氏
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サラリーマン等
（厚生年金等加入者）

５３２万円
５７０万円
６０８万円
６４６万円
６８４万円
７２２万円

１人につき３８万円（老人控除対象配
偶者または老人扶養親族であるときは
４４万円）を加算した額

自営業等
（国民年金加入者）

４６０万円
４９８万円
５３６万円
５７４万円
６１２万円
６５０万円

扶養親族等の数

０人
１人
２人
３人
４人
５人

６人以上

※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶
養親族がある人についての限度額は、上記の表の額に当
該老人控除対象配偶者または老人扶養親族１人につき
６万円を加算した額。
所得：給与収入の場合は給与所得控除後の金額（事業所
　得の場合は総収入から必要経費を控除した金額）から
　法定控除（８万円）および医療費控除等を控除した金額
扶養親族等：税法上の控除対象配偶者および扶養親族

平成２０年度所得制限限度額表

　
　
　
児
童
手
当
を
受
け
る
に
は

　

児
童
手
当
を
受
け
る
に
は
申
請

が
必
要
で
す
。
申
請
に
基
づ
き
審

査
し
、
該
当
す
る
人
に
児
童
手
当

を
支
給
し
ま
す
。

※
申
請
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
が

支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。（
申
請

が
遅
れ
る
と
遅
れ
た
月
分
の
手
当

が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。）

対
象　

小
学
校
修
了
前
の
児
童
を

　

養
育
し
、
所
得
が
下
表
の
所
得

　

制
限
限
度
額
未
満
の
人

支
給
月
額

•

３
歳
未
満　

１
０
、
０
０
０
円

•

３
歳
以
上
の
第
１
子
・
第
２
子

５
、０
０
０
円

•

３
歳
以
上
の
第
３
子
以
降

　

１
０
、０
０
０
円

※
第
○
子
と
は
、
養
育
す
る
児
童

（
18
歳
到
達
後
最
初
の
３
月
31
日

ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
）
の
順
番

で
す
。

支
給
時
期　

２
月
、
６
月
、
10
月

　

の
各
10
日
（
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月

　

分
ま
で
の
手
当
を
支
給
）

持
参
す
る
も
の

•

印
鑑
（
朱
肉
を
必
要
と
す
る
も
の
）

•

本
人
確
認
で
き
る
も
の

•

申
請
者
名
義
の
金
融
機
関
預
金

　

通
帳
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
不
可
）

•

そ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
提
出

　

す
る
書
類
（
健
康
保
険
証
の
コ

　

ピ
ー
な
ど
）

※
次
の
要
件
に
該
当
す
る
人
は
、

早
め
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
申
請
を
し
た
こ
と
が
な
い
人

②
以
前
、
所
得
超
過
等
に
よ
り
認

　

定
さ
れ
な
か
っ
た
人
で
、
下
表

　

に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人

③
厚
生
年
金
等
加
入
者
（
特
例
給

　

付
受
給
者
）
が
退
職
し
た
た
め

　

受
給
資
格
が
消
滅
し
、
そ
の
後
、

　

再
び
厚
生
年
金
等
に
加
入
し
、

　

下
表
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

　

人
　
　
　
児
童
手
当
を

　
　
　
受
給
し
て
い
る
人
は

　

現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て

い
る
人
は
現
況
届
の
提
出
が
必
要

で
す
。

　

現
況
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
に

お
け
る
受
給
者
の
状
況
を
調
査
し
、

手
当
を
引
き
続
き
受
け
る
要
件
が

あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め

の
も
の
で
す
。

　

受
給
し
て
い
る
人
に
は
６
月
上

旬
に
、
『
現
況
届
用
紙
』
を
郵
送

し
ま
す
の
で
、
必
ず
６
月
中
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
届
を
提
出
し
な
い
と
、
６

月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
。

　
　
　
届
け
出
の
内
容
が

　
　
　
変
わ
っ
た
ら

　

届
け
出
て
い
る
内
容
が
変
わ
っ

た
と
き
は
、手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

手
続
き
が
遅
れ
る
と
、
遅
れ
た

月
分
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
い
、

あ
る
い
は
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
手
当

を
返
還
し
て
い
た
だ
く
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

•

他
の
市
区
町
村
に
転
出
す
る
と

　

き

•

出
生
な
ど
に
よ
り
児
童
が
増
え

　

た
と
き

•

特
例
給
付
の
受
給
者
が
退
職
し
、

　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
等
で
な
く
な
っ

　

た
と
き

•

児
童
と
別
居
し
た
と
き

•

公
務
員
に
な
っ
た
と
き
な
ど

そ
の
他
の
手
当
に
つ
い
て

　
　
　（
重
複
受
給
可
）

▼
児
童
扶
養
手
当

　

離
婚
・
死
別
等
で
父
親
が
い
な

い
児
童
や
、
父
親
に
一
定
の
障
害

が
あ
る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

に
支
給
し
ま
す
。

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

一
定
の
障
害
の
あ
る
20
歳
未
満

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
支

給
し
ま
す
。

※
認
定
さ
れ
れ
ば
申
請
月
の
翌
月

分
か
ら
の
支
給
と
な
り
ま
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
子
育
て
支

　

援
課
☎
�
１
１
３
０
、
総
合
支

　

所
健
康
福
祉
課
☎
�
１
３
３
１

　

（
内
線
３
１
６
）

児
童
手
当
制
度
は
、
子
育
て
家
庭
の
生
活
安
定
に
寄
与

す
る
と
と
も
に
、
次
代
の
社
会
を
担
う
児
童
の
健
全
な

育
成
お
よ
び
資
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

　
　

小
学
校
６
年
生
ま
で
の
児
童
を
も
つ
み
な
さ
ん
へ

　
　
　
児
童
手
当
制
度
の
ご
案
内


